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令和 3年度株式会社海外交通・都市開発事業支援機構の業務の実績評価について 

 

国 土 交 通 省 

 

１．背景 

 

本評価は、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法（平成 26 年法律第 24 号。以下「法」

という。）第 36条第 1項1に基づき、令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月 31 日まで（以下「令

和 3 年度」という。）の株式会社海外交通・都市開発事業支援機構（以下「機構」という。）

の業務の実績について評価を行うものである。 

 

機構は、海外における交通事業及び都市開発事業について、当該市場の継続的な成長発展

が見込まれる一方で、これらの事業が投資の回収に相当期間を要するとともに事業環境の変

化により収益の発生に不確実な要素を有していることを踏まえつつ、我が国に蓄積された知

識、技術及び経験を活用して海外においてこれらの事業を行う者等に対し資金の供給、専門

家の派遣その他の支援を行うことにより、我が国事業者の当該市場への参入の促進を図り、

もって我が国経済の持続的な成長に寄与することを目的とし、法に基づき平成 26年 10 月 20

日に設立された株式会社である。 

 

機構の業務の実績評価に当たっては、機構が、活動原資の大宗が国からの出資である官民

ファンドであることを踏まえ、以下の点に留意している。 

 

① 支援決定等の実績 

② 国土交通大臣が認可した収入・支出予算を適正に執行しているか 

③ 法第 24 条第 1 項に基づき国土交通大臣が定める株式会社海外交通・都市開発事業支

援機構支援基準（平成 26 年国土交通省告示第 981 号。以下「支援基準」という。）に

従って適切に支援決定を行っているか 

④ 官民ファンドの運営に係るガイドライン（平成 25 年 9 月 27 日官民ファンドの活用推

進に関する関係閣僚会議決定2）に基づく検証の一環として設定した KPI の進捗状況 

 

  

 

  

                             
1 第 36 条第 1項 国土交通大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。 
2 ガイドラインは以後随時更新されており、本評価においては、令和 4年 12月 21 日改正のものを参照する。 
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２．個別の項目に対する実績評価 

 

（１） 支援決定等の実績 

令和 3 年度末までにおける機構の支援決定案件の件数等の推移を表 1 に示す。なお、以

下に記載する支援決定に係る実績は国土交通大臣認可時点で計上している。 

 

表 1 令和 3年度までの支援決定等の実績 

 支援決定額 実投融資額 年度末 

借入金残高 

支援決定件数 

平成 26 年度 0 億円 0 億円 0 億円 0 件 

平成 27 年度 117 億円 87 億円 0 億円 3 件 

平成 28 年度 88 億円 21 億円 0 億円 3 件 

平成 29 年度 323 億円 155 億円 0 億円 6 件 

平成 30 年度 322 億円 236 億円 0 億円 12 件 

令和元年度 349 億円 389 億円 0 億円 10 件 

令和 2年度 402 億円 156 億円 0 億円 2 件 

令和 3年度 276 億円 311 億円 0 億円 8 件 

累計 1,876 億円 1,356 億円 0 億円 44 件 

※本表は数値の端数を四捨五入しているため、各項を合算した値と累計値が一致しないことがある。 

 

令和 3 年度は、機構による支援決定を 8 件行った（うち 1 件は支援決定済み案件への追

加支援）。単年度で支援決定額は約 276 億円、実投融資額は令和 2年度以前の支援決定案件

の投融資実行分を含め、約 311 億円となっている。その結果、機構は設立から令和 3 年度

末までの累積で、支援決定が 44 件、支援決定額が約 1,876 億円、実投融資額が約 1,356 億

円となり、着実な案件の積上げを行っていると認められる。 

 

しかしながら、機構は未だ財務自律的な会社運営に至る途上段階にあるところ、引き続

き優良な投資資産を積み上げるとともに、支援案件の適切な管理・運営による収益の早期

確保及び拡大を目指すことが期待される。 

 

（２） 収入・支出予算の適切な執行 

機構は、毎事業年度の開始前に、当該事業年度の予算を国土交通大臣に提出して、その

認可を受けなければならないとされている（法第 30 条第 1項3）。また、毎事業年度終了後

3月以内に、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出

                             
3 第 30 条第 1項 機構は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の予算を国土交通大臣に提出して、その認可を受けなければ

ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 
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しなければならないとされている（法第 32条4）。よって、収入・支出予算が適切に執行さ

れているかについて、認可予算の額と実際の収入・支出の状況を比較して評価を行う。 

 

① 収入予算の執行 

＜出資金＞ 

令和 3 年度の出資金収入は、政府出資金が 531 億円となっている（収入予算額 531 億

円）。 

 

＜借入金＞ 

借入金の実績はない。 

 

表 2 主要な収入データ           単位：千円 

科目 収入予算額 収入決定済額 

（款）出資金収入 

（項）政府出資金 

（項）民間出資金 

（款）借入金 

（款）事業収入 

（款）その他収入 

53,100,000 

53,100,000 

- 

60,010,000 

20,275,298 

- 

6,900,000 

6,900,000 

- 

- 

646,126 

4,119,862 

合計 133,385,298 11,665,988 

 

② 支出予算の執行 

＜出資金＞ 

令和 3 年度の支援決定件数は 8 件（令和 2 年度 2 件）、支援決定額は約 276 億円（同約

402 億円）となっており、着実な案件の積上げを実施している。 

 

なお、個別案件への投融資に際しては、案件の払込スケジュールに併せて産投出資金払

込みを申請しているため、設立当初に受け入れた運営資金分を除けば、基本的に機構に対

する出資額と機構による実投融資額は一致している。ただし、分割出資や相手国政府の状

況の変化による払込スケジュールの変更等のために、実投融資が翌年度へ持ち越しとなり、

機構に対する出資額と実投融資額に乖離が生じることがある。 

 

＜事業諸費＞ 

事業諸費の執行額は予算額を下回っているが、これは、令和 3年度の支援決定件数が当

初の想定件数より少なかったためである。その支出は、機構が策定した予算の範囲内かつ

機構の会計規程等に沿って適正になされたものであることから、適切なものと評価される。 

                             
4 第 32 条 機構は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に

提出しなければならない。 
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＜一般管理費＞ 

役職員給与の支出実績額が予算額より低いが、これは認可予算時点で想定されていた定

員 60 名と実員数の差異が主たる要因である（令和 4年 3月 31 日時点では充足）。 

 

一方で、今後は機構による支援決定件数の増加が見込まれることから、ハンズオン支援

を含めたモニタリング体制の充実等による管理・運営の強化、支援決定前の案件審査等の

実施のために、人材の確保を進めることが必要である。 

 

表 3 主要な支出データ         単位：千円 

科目 支出予算額 支出実績額 

（項）出資金 

（項）貸付金 

（項）事業諸費 

（目）事業諸費 

（目）調査費用 

（目）旅費 

（目）支払利息 

（項）代位弁済費 

（項）一般管理費 

（目）役職員給与 

（目）諸謝金 

（目）事務費 

（目）交際費 

（目）退職給与引当金繰入 

（目）固定資産取得費用 

113,110,000 

- 

1,614,734 

182,293 

1,225,151 

136,773 

70,517 

- 

2,678,750 

1,028,515 

30,913 

1,617,072 

1,500 

750 

- 

 

31,136,661 

2,450 

488,028 

396 

487,299 

332 

- 

- 

2,105,575 

885,074 

20,006 

1,200,382 

113 

- 

- 

合計 117,403,484 33,732,714 

 

以上により、令和 3年度の機構の収入・支出については、いずれも国土交通大臣から認

可された収入・支出予算の額の範囲内であり、その執行に特段の問題は認められない。 

 

今後は、機構において優良案件に対する支援決定を着実に行い、支援の実行により予算

が着実に執行されることを期待する。 

 

（３） 支援基準との適合性 

機構が令和 3年度に支援決定を行った 8件については、金融やエンジニアリングの有識

者からなる事業委員会が、社外監査役の意見を聞きながら、支援基準に照らして適切に案
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件選定を行った。今後も、民間企業からの案件相談への対応や支援決定に向けた案件審査

などの活動を適切に行っていくことを期待する。 

 

なお、機構が従うべき基準とその適合性は以下のとおり評価している。 

 

① 支援対象となる対象事業が満たすべき基準 

令和 3 年度に支援決定を行った案件については、それぞれ支援基準との適合性が確認さ

れている。 

 

② 対象事業支援全般について機構が従うべき事項 

（１）運営全般 ・機構は、「内部統制システム基本方針」を定めており、法令等

に従って業務が適性になされるよう体制を整備している。 

（２）投資規律の確保 ・個別案件の収益性の確保や他の出資者との適切なリスク分担

を行うこと等を規定した「投資運用指針」を策定している。 

・支援決定した案件の内容をホームページに掲載する等、競争に

影響を与えうること等に配慮しながら、適時適切な情報開示を行

っている。 

（３）機構の長期収益性 ・資金回収の蓋然性が高く、機構の収益積上げに貢献すると判断

した案件について支援決定を行っている。 

・モニタリング及びポートフォリオ管理に関する事項を定めた

「モニタリング管理規程」を策定し、同規程に基づいた運営を行

っている。 

（４）機構への民間出資者

等との関係 

・機構への民間出資者等について、機構の中立性及び幅広い民間

出資者等を確保する観点から適切な構成であると認められる。 

（５）その他 ・国土交通省と連携しつつ業務運営に取組んでいる。 

 

（４） KPI の進捗状況 

機構は、「官民ファンドの運営に係るガイドライン」に基づき、平成 26年度より、「官民

ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議・幹事会」において、KPI の進捗状況を報告して

いる。 

第 11 回同関係閣僚会議（令和元年 11 月 29 日）において、「官民ファンドの運営に係る

ガイドライン」が改正され、各ファンドは、ファンド間で達成状況の比較検証が可能とな

るよう、政策性と収益性それぞれについて横断的な KPI を新たに設定することとなった。

これを踏まえ、機構では同年度に表 4に掲げる KPI を設定している。 

KPI の実績については下記のとおりとなっている。引き続き、KPI の達成を目指して機構

の業務が実施されることを期待する。 

 

表 4 機構の KPI 及びその進捗状況 



 

6 

 

KPI の内容 昨年度実績 

（令和 3 年 3 月

末） 

今年度実績 

（令和4年3月末） 

次回検証時の目標 

（令和 6 年 3 月

末） 

KPI 1-1: 政策目的達成に

向けた取組 

支援事業へ参画する民間

企業等の数 

51 社 66 社 87 社 

KPI 1-2: 民間企業との連

携 

投資先に対して機構と共

同で経営支援を実施し

た民間企業等の数 

37 社 45 社 78 社 

KPI 1-3: 呼び水効果 

「ファンドの実出融資額」

に対する「誘発された民

間企業等からの出融資

額」の比率 

2.0 倍 1.7 倍 2.0 倍 

KPI 2: 累積損益 ▲67億円 ▲145 億円 ▲166 億円 
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３．総括 

令和 3 年度においては、合計 8 件、約 276 億円の支援決定が行われ、約 311 億円の投融資

が実行された。令和 3 年度の機構の収入・支出については、いずれも国土交通大臣から認可

された収入・支出予算の額の範囲内であり、その執行に特段の問題は認められない。今後も

予算等を有効に活用し、引き続き優良な投資資産の積上げを期待する。 

 

また、令和 3 年度に支援決定を行った全 8 件については、支援基準に適合した事業である

とともに、「官民ファンドの運営に係るガイドライン」に照らして特段の問題は認められず、

機構の業務は KPI の達成を目指して実施されていると評価される。 

 

以上を踏まえ、支援決定等の実績、収入・支出予算の適切な執行、支援基準の適合性及び

KPI の進捗状況等の機構の業務の実績について問題は見受けられないと評価する。 
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（参考） 

株式会社海外交通・都市開発事業支援機構支援基準 

平成26年10月14日国土交通省告示第981号 

平成27年 7月14日国土交通省告示第859号（一部改正） 

 

 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構（以下「機構」という。）が対象事業支援の対

象となる事業者及び当該対象事業支援の内容を決定するに当たって従うべき基準は、次の

とおりとする。 

１．支援対象となる対象事業が満たすべき基準 

 支援対象となる対象事業は、以下に掲げる（１）から（４）までの基準をいずれも満たす

こととする。 

（１）政策的意義 

① 我が国に蓄積された知識、技術及び経験が活用され、対象事業に関する海外市場への我

が国事業者の参入が促進されること。 

② 事業の受注又は円滑な運営のために、機構による支援が有効であると見込まれること。 

③ 我が国の外交政策及び対外経済政策との調和がとれていること。 

④ 対象事業の実施に関し、環境社会配慮が行われること。 

（２）民間事業者のイニシアチブ 

① 機構による支援が、海外展開に意欲のある民間事業者への後押しとなること。 

② 機構と協調して、民間事業者から対象事業に対する出資等の資金供給が行われると見込

まれること。 

③ 機構が、民間事業者と連携・調整の上、適切に対象事業に対する事業参画を行い、必要

に応じて役員又は技術者を派遣すること。 

④ 民業補完性に配慮し、機構が我が国事業者との間で最大出資者とならないこと。ただ

し、機構が我が国事業者との間で最大出資者となることが一時的であると認められる場合

は、この限りでない。 

（３）長期における収益性の確保 

① 対象事業が公的な資金による支援を受けることに鑑み、対象事業を効率的・効果的かつ

確実に実施する経営体制を確保する等、適切な経営責任を果たすことが見込まれること。 

② 客観的な需要予測を含むデューディリジェンス、適切な支援等により、長期的な収益が

見込まれること。 

③ 民間事業者との共同事業の終了時における、株式等の譲渡その他の方法による資金回収

が可能となる蓋然性が高いこと。 

④ 外部要因等により撤退を余儀なくされる場合に備え、関係者との間で、あらかじめ撤退

に関する取決めを行っていること。 

（４）他の公的機関との関係 
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 機構と株式会社国際協力銀行、独立行政法人国際協力機構及び独立行政法人日本貿易保険

をはじめとする他の公的機関との間で十分な連携の下に適切な役割分担が行われているこ

と。 

 

２．対象事業支援全般について機構が従うべき事項 

 機構が対象事業支援を行うに当たっては、以下に掲げる（１）から（５）までについて、

そのいずれにも従うこととする。 

（１）運営全般 

① 公的資金の活用であることに鑑み、政策的意義に沿って効率的に運営すること。 

② 民間の事業活動の後押しをする視点を踏まえ、民業補完に徹すること。 

③ 機構は、リスクが高く民間事業者のみでは十分な実施が困難な事業に対し、他の公的機

関を含む関係者間で適切なリスク共有を図りつつ資金供給を行うこと。 

④ 支援に必要な組織体制を構築し、適切な人材育成を行うこと。 

⑤ 現地における我が国公的機関と連携し、対象事業の円滑な運営のため、相手国政府・企

業その他関係者との交渉・調整を行うこと。 

⑥ 国に対し、対象事業の状況に関し適時適切に報告すること。 

⑦ 新規及び継続中の対象事業について、支援継続の必要性を毎年度検証すること。また、

政府が５年ごとに行う検討に併せて、継続中の支援の廃止、新規の支援の終了時期、機構

の組織の在り方等について検証すること。 

⑧ 投資に係るリスクを継続的に把握・評価し、専門人材の確保を含めた適切なリスク管理

を行うこと。併せて、コンプライアンスリスクの管理も十分に行うこと。 

（２）投資規律の確保 

① 情報の取扱いについては、競争に影響を与え得ること等を踏まえ、適正に行うこと。ま

た、適切な情報開示を継続的に行うことで、国民に対する説明責任を果たすこと。 

② 事業を推進する機能と事業性を判断する機能のバランスが取れた適切な体制を構築する

こと等を通じ、投資規律を確保するとともに、案件を迅速に処理すること。 

③ 民間事業者等の慣行を踏まえ、投資プロフェッショナルをはじめとする機構の役職員の

報酬を業績と連動させる等、機構の役職員が責任をもって業務を行う執行体制を整備する

こと。 

④ 投資事業を行う組合等を経由した支援を行う場合においても、政策的意義を踏まえた適

切な投資が行われるよう、契約等により担保するとともに、適切にフォローアップを行う

こと。 

（３）機構の長期収益性 

① 個別の対象事業支援を通じて得られる総収入額が、長期的に必要な総支出額（出資者に

対する適切な配当を含む。）を上回るように、事業年度ごとに進捗状況や収益性を適宜評

価しつつ、長期収益性を確保すること。 
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② 対象事業の業績が悪化した場合に、その改善に向けた措置を尽くすこと。それでもなお

改善が見込めない場合には、対象事業者を含む第三者への保有株式売却等の方策を検討す

ること。 

③ 対象事業が、特定の事業類型に過度に偏ることがないよう、機構の目的の範囲内におけ

る投資の中で適切な分散投資を行うこと。 

（４）機構への民間出資者等との関係 

① 機構への民間出資者等の構成について、機構の中立性及び幅広い民間出資者等を確保す

る観点から適切なものにすること。 

② 機構の業務執行の方針について、機構への主な民間出資者等から十分な意見聴取を行う

とともに、必要に応じて機構の運営に反映させること。 

（５）その他 

① 以上の他、機構の運営に適用される政府としての方針に従うこと。 

② 中小事業者の海外展開の支援や地方公共団体の海外協力との連携にも配慮すること。 

（注）この支援基準における用語のうち、法において定義が定められているものについては、

その例による。 


